
連合体の検討の進捗状況の確認について
事項 「審議のまとめ」における記述 確認事項例

Ⅰ 構成 ○ ４大学共同利用機関法人で構成する「連合体」を創設し、厳しい財政状況の
下、大規模学術プロジェクトをはじめとする共同利用・共同研究の取組を安定
的かつ継続的に推進していくために求められる運営の効率化や異分野融合の
推進等による研究力の強化を図ることが適当である。
○ 大学共同利用機関の特色を生かした大学院教育の充実を図るため、この
「連合体」には総合研究大学院大学を加えることが適当である。

○ 構成法人についての考え方

Ⅱ 法人制度 ○ 例えば、一般社団法人の枠組みを活用して構築することが考えられる。 ○ 適用する法人制度の比較検討
○ 理事会など管理機関の構成
○ 大学連携推進法人制度との関係
○ 設立までの手続き

Ⅲ 業務 ① 運営の効率化に向けた取組
各大学共同利用機関法人が、これまで各々で蓄積してきた技術・経験・ノウハ
ウを持ち寄り、共同で取り組むことで効率化が見込まれる業務（中略）を実施する。
②研究力の強化に向けた取組
研究連携促進のための基本方針を策定の上、異分野融合による研究領域の

拡大と新分野の創成に向けた研究プロジェクトを実施する。また、大学共同利用
機関の国際化を促進するため、海外リエゾンオフィスや外国人研究者の相談窓
口を共同して設置する等の取組を実施する。さらに、ポストドクターのキャリアパ
ス支援等、若手研究者の育成に取り組む。
③大学院教育の充実に向けた取組
総合研究大学院大学における大学院教育に関して、基盤機関である大学共

同利用機関が有する海外の研究機関とのネットワークを生かして、国際共同学
位プログラムを策定するとともに、留学生のリクルート等を実施する。

○ 「共同業務」の選別の状況
○ 「研究連携基本方針」の検討
状況
○ 国際化促進の検討状況
○ 国際共同学位プログラムの策定
状況
○ 業務運営面の課題

Ⅳ 役割分担 ○ 「連合体」が担う役割と各法人が担う役割との関係がいたずらに複雑になり、
「屋上屋を架す」ようなことにならないよう、「連合体」に付与する実質的な権限
を明確化するなど、慎重に設計することが重要である。

○ 「連合体」に付与する実質的権限
の明確化の在り方
○ 「連合体」のＰＤＣＡの進め方

Ⅴ 財政 ○ 「連合体」の管理経費については、各法人が一定額を拠出するとともに、各

事業に係る経費については、当該事業への関与の度合いに応じて拠出するもの
とすることが適当である

○ 法人ごとの拠出割合・拠出額の
考え方
○ 業務に応じた収入・支出規模の
検討
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